
※２

 森林又は森林の周囲１ｋｍの範囲内の土地での火入
れについては、事前に市町村の許可が必要です。

 火入れは、①造林のための地ごしらえ、②開墾準備、
③害虫駆除、④焼畑、⑤採草地の改良を目的とする
場合に限り、許可されます。

「火入れ」の実施には許可が必要です！


